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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
所望のオーステナイト変態温度を提供するために、５０超～５５原子％のニッケルを含む
ニッケル－チタン合金を加工する方法であって：
前記所望のオーステナイト変態温度を選択することと；
前記ニッケル－チタン合金を５００～８００℃の温度で少なくとも２４時間熱加工して、
前記合金のＴｉＮｉ相中の固溶体中のニッケルの量を調節し、その結果、前記ニッケル－
チタン合金を熱加工する間に安定なオーステナイト変態温度に達するようにすることと；
を含む方法において、
　前記安定なオーステナイト変態温度は前記所望のオーステナイト変態温度に等しく、
　前記ニッケル－チタン合金は、前記ニッケル－チタン合金を熱加工する間に固溶限度に
達するのに十分なニッケルを含み、そして
　熱加工後に実現される前記ニッケル－チタン合金のオーステナイト開始（Ａｓ）温度が
－２６℃～５８℃の範囲であり、熱加工後に実現される前記オーステナイト完了（Ａｆ）
温度が－２１～６４℃の範囲であり、そして熱加工後に実現される前記ニッケル－チタン
合金のオーステナイト開始（Ａｓ）またはオーステナイト完了（Ａｆ）温度のうちの少な
くとも１つが、前記ニッケル－チタン合金を同じ条件下でさらに８時間加工した時に１０
℃を超えて逸脱しない場合に、前記ニッケル－チタン合金のオーステナイト変態温度は、
安定なオーステナイト変態温度である、
方法。
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【請求項２】
前記ニッケル－チタン合金を熱加工することは、前記ニッケル－チタン合金を等温時効す
ることを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
前記ニッケル－チタン合金は５００℃～８００℃の温度で等温時効される、請求項２に記
載の方法。
【請求項４】
前記ニッケル－チタン合金を熱加工することは、前記ニッケル－チタン合金を少なくとも
２時間等温時効することを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
前記ニッケル－チタン合金を熱加工することは、前記ニッケル－チタン合金を６００℃～
８００℃の範囲の第１の時効温度で時効することと、それに続いて前記ニッケル－チタン
合金を５００℃～６００℃の範囲の第２の時効温度で時効することと、を含み、前記第１
の時効温度は前記第２の時効温度よりも高く、総時効時間が少なくとも２４時間である、
請求項１に記載の方法。
【請求項６】
前記ニッケル－チタン合金は、前記第２の時効温度での時効の間に前記安定なオーステナ
イト変態温度に達する、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
所望のオーステナイト変態温度を提供するために、ニッケル－チタン合金を加工する方法
であって：
５０超～５５原子％のニッケルを含む前記ニッケル－チタン合金を選択することと；
前記所望のオーステナイト変態温度を選択することと；
選択したニッケル－チタン合金を５００～８００℃の温度で少なくとも２４時間熱加工し
て、前記合金のＴｉＮｉ相中の固溶体中のニッケルの量を調節し、その結果、前記選択し
たニッケル－チタン合金を熱加工する間に安定なオーステナイト変態温度に達するように
することと；を含み、
　前記安定なオーステナイト変態温度は前記所望のオーステナイト変態温度に等しく、
　前記選択したニッケル－チタン合金は、前記選択したニッケル－チタン合金を熱加工す
る間に固溶限度に達するのに十分なニッケルを含み、そして
　熱加工後に実現される前記ニッケル－チタン合金のオーステナイト開始（Ａｓ）温度が
－２６℃～５８℃の範囲であり、熱加工後に実現される前記オーステナイト完了（Ａｆ）
温度が－２１～６４℃の範囲であり、そして熱加工後に実現される前記ニッケル－チタン
合金のオーステナイト開始（Ａｓ）またはオーステナイト完了（Ａｆ）温度のうちの少な
くとも１つが、前記ニッケル－チタン合金を同じ条件下でさらに８時間加工した時に１０
℃を超えて逸脱しない場合に、前記ニッケル－チタン合金のオーステナイト変態温度は、
安定なオーステナイト変態温度である、
方法。
【請求項８】
所望のオーステナイト変態温度を実現するために、５０超～５５原子％のニッケルを含む
異なる組成を有する２つのニッケル－チタン合金を加工する方法であって：
前記所望のオーステナイト変態温度を選択することと；
前記２つのニッケル－チタン合金に同一の熱加工を施し、その結果、熱加工後に、前記２
つのニッケル－チタン合金は安定なオーステナイト変態温度を有するようにすることと、
ここで前記熱加工が５００～８００℃の温度で少なくとも２４時間等温時効するものであ
る；を含み、
　前記安定なオーステナイト変態温度は前記所望のオーステナイト変態温度に等しく、そ
して
　熱加工後に実現される前記ニッケル－チタン合金のオーステナイト開始（Ａｓ）温度が
－２６℃～５８℃の範囲であり、熱加工後に実現される前記オーステナイト完了（Ａｆ）
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温度が－２１～６４℃の範囲であり、そして熱加工後に実現される前記２つのニッケル－
チタン合金のオーステナイト開始（Ａｓ）またはオーステナイト完了（Ａｆ）温度のうち
の少なくとも１つが、前記２つのニッケル－チタン合金を同じ条件下でさらに８時間加工
した時に１０℃を超えて逸脱しない場合に、前記２つのニッケル－チタン合金のオーステ
ナイト変態温度は、安定なオーステナイト変態温度である、
方法。
【請求項９】
前記２つのニッケル－チタン合金は、熱加工する間に固溶限度に達するのに十分なニッケ
ルを含む、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
前記２つのニッケル－チタン合金を熱加工することは、前記少なくとも２つのニッケル－
チタン合金を等温時効することを含む、請求項８に記載の方法。
【請求項１１】
前記２つのニッケル－チタン合金を熱加工することは、前記２つのニッケル－チタン合金
を６００℃～８００℃の範囲の第１の時効温度で時効することと、それに続いて前記２つ
のニッケル－チタン合金を５００℃～６００℃の範囲の第２の時効温度で時効することと
、を含み、前記第１の時効温度は前記第２の時効温度よりも高く、総時効時間が少なくと
も２４時間である、請求項８に記載の方法。
【請求項１２】
前記２つのニッケル－チタン合金は、前記第２の時効温度での時効の間に前記安定なオー
ステナイト変態温度に達する、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
各領域が所望のオーステナイト変態温度を有するように、５０超～５５原子％のニッケル
を含む異なる組成の領域を有するニッケル－チタン合金を５００～８００℃の温度で少な
くとも２４時間加工する方法であって：
２つのニッケル－チタン合金を熱加工して、前記２つのニッケル－チタン合金の各領域中
のＴｉＮｉ相中の固溶体中のニッケルの量を調節することを含む方法において、
　前記２つのニッケル－チタン合金を熱加工した後に、前記２つのニッケル－チタン合金
の前記領域の各々は、前記所望のオーステナイト変態温度に等しい安定なオーステナイト
変態温度を有し、そして
　熱加工後に実現される前記ニッケル－チタン合金のオーステナイト開始（Ａｓ）温度が
－２６℃～５８℃の範囲であり、熱加工後に実現される前記オーステナイト完了（Ａｆ）
温度が－２１～６４℃の範囲であり、そして熱加工後に実現される前記２つのニッケル－
チタン合金のオーステナイト開始（Ａｓ）またはオーステナイト完了（Ａｆ）温度のうち
の少なくとも１つが、前記２つのニッケル－チタン合金を同じ条件下でさらに８時間加工
した時に１０℃を超えて逸脱しない場合に、前記２つのニッケル－チタン合金のオーステ
ナイト変態温度は、安定なオーステナイト変態温度である、
方法。
【請求項１４】
前記２つのニッケル－チタン合金を熱加工することは、前記２つのニッケル－チタン合金
を等温時効することを含む、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
前記２つのニッケル－チタン合金を熱加工することは、前記２つのニッケル－チタン合金
を６００℃～８００℃の範囲の第１の時効温度で時効することと、それに続いて前記２つ
のニッケル－チタン合金を５００℃～６００℃の範囲の第２の時効温度で時効することと
、を含み、前記第１の時効温度は前記第２の時効温度よりも高く、総時効時間が少なくと
も２４時間である、請求項１３に記載の方法。
【請求項１６】
前記２つのニッケル－チタン合金は、前記第２の時効温度での時効の間に前記安定なオー
ステナイト変態温度に達する、請求項１５に記載の方法。
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【請求項１７】
所望のオーステナイト変態温度範囲を実現するために、５０超～５５原子％のニッケルを
含むニッケル－チタン合金を加工する方法であって：
前記ニッケル－チタン合金を炉中５００℃～８００℃の範囲にわたる温度で少なくとも２
４時間等温時効することを含む方法において、等温時効後に実現される前記ニッケル－チ
タン合金のオーステナイト開始（Ａｓ）温度が－２６℃～５８℃の範囲であり、等温時効
後に実現される前記オーステナイト完了（Ａｆ）温度が－２１～６４℃の範囲であり、そ
して時効後に、前記ニッケル－チタン合金は１０℃以下のオーステナイト変態温度範囲を
有する、方法。
【請求項１８】
時効後に前記オーステナイト変態温度範囲は６℃以下である、請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
各領域が所望のオーステナイト変態温度範囲を有するように、５０超～５５原子％のニッ
ケルを含む異なる組成の領域を有する２つのニッケル－チタン合金を５００～８００℃の
温度で少なくとも２４時間加工する方法であって：
前記２つのニッケル－チタン合金を等温時効して、前記２つのニッケル－チタン合金の各
領域中のＴｉＮｉ相中の固溶体中のニッケルの量を調節することを含む方法において、等
温時効後に実現される前記ニッケル－チタン合金のオーステナイト開始（Ａｓ）温度が－
２６℃～５８℃の範囲であり、等温時効後に実現される前記オーステナイト完了（Ａｆ）
温度が－２１～６４℃の範囲であり、そして前記２つのニッケル－チタン合金を等温時効
した後に、前記２つのニッケル－チタン合金の前記領域の各々は１０℃以下のオーステナ
イト変態温度範囲を有する、方法。
【請求項２０】
時効後に前記オーステナイト変態温度範囲は６℃以下である、請求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
所望のオーステナイト変態温度範囲を実現するために、５０超～５５原子％のニッケルを
含むニッケル－チタン合金を加工する方法であって：
前記ニッケル－チタン合金を炉中６００℃～８００℃の範囲の第１の時効温度で時効して
、安定なオーステナイト変態温度を実現することと：
前記ニッケル－チタン合金を前記第１の時効温度とは異なる５００℃～６００℃の範囲の
第２の時効温度で時効することと；を含む方法において、総時効時間が少なくとも２４時
間であり、時効後に実現される前記ニッケル－チタン合金のオーステナイト開始（Ａｓ）
温度が－２６℃～５８℃の範囲であり、時効後に実現される前記オーステナイト完了（Ａ

ｆ）温度が－２１～６４℃の範囲であり、そして前記第２の時効温度で時効した後に、前
記ニッケル－チタン合金は１０℃以下のオーステナイト変態温度範囲を有する、方法。
【請求項２２】
前記第２の時効温度は前記第１の時効温度よりも低い、請求項２１に記載の方法。
【請求項２３】
前記ニッケル－チタン合金を前記第２の時効温度で時効した後に実現されるオーステナイ
ト変態温度範囲は、前記ニッケル－チタン合金を前記第１の時効温度で時効した後に実現
されるオーステナイト変態温度範囲よりも大きい、請求項２１に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の様々な態様は一般に、ニッケル－チタン合金を加工する方法に関する。より詳
細には、本発明の特定の態様は、ニッケル－チタン合金を熱加工して、合金のオーステナ
イト変態温度及び／または変態温度範囲を予測可能に調節することに関する。
【背景技術】
【０００２】
　等原子（equiatomic）及び近等原子（near-equiatomic）ニッケル－チタン合金は、“
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形状記憶”及び“超弾性”特性の両方を有することが周知である。特に、一般に“ニチノ
ール”合金と呼ばれるこうした合金は、合金のマルテンサイト開始（または“Ｍs”）温
度未満の温度に冷却した時に、母相（一般に、オーステナイト相と呼ばれる）から少なく
とも１つのマルテンサイト相へのマルテンサイト変態を受けることが周知である。この変
態は、合金のマルテンサイト完了（すなわち“Ｍf”）温度に冷却した時に完了する。さ
らに、材料をそのオーステナイト完了（すなわち“Ａf”）温度を超える温度に加熱した
場合に、変態は可逆的である。この可逆的なマルテンサイト変態は、合金の形状記憶特性
を生じる。例えば、ニッケル－チタン合金は、オーステナイト相にある間に（すなわち、
合金のオーステナイト完了温度すなわちＡfを超えるとき）第１の形状へと形成されるこ
とができ、それに続いてＭf未満の温度に冷却され、第２の形状へと形成される。材料が
合金のＡs（すなわち、オーステナイトへの転移が始まる温度すなわちオーステナイト開
始温度）未満に留まる限りは、合金は第２の形状を保持しよう。しかしながら、合金をＡ

fを超える温度に加熱した場合、合金は第１の形状に戻る。
【０００３】
　オーステナイトとマルテンサイト相との間の変態はまた、ニッケル－チタン合金の“超
弾性”特性を生じる。ニッケル－チタン合金をＭsを超える温度で歪ませた場合に、合金
は、オーステナイト相からマルテンサイト相へのひずみ誘起変態を受け得る。この変態は
、転位の発生無しに双晶型境界（twinned boundary）の移動によってマルテンサイト相が
変形する能力と組み合わせて、塑性（すなわち、永久に）変形すること無しにニッケル－
チタン合金が弾性変形によって多量の歪みエネルギーを吸収することを可能にする。歪み
を除去した場合に、合金はほぼ完全にその歪んでいない状態に戻ることができる。
【０００４】
　ニッケル－チタン合金及び他の形状記憶合金の類のない特性を工業的に利用する能力は
、こうした変態が起きる温度、すなわち、合金のＡs及びＡf、及びＭs及びＭf、並びにこ
うした変態が起きる温度の範囲に相当の程度に依存する。しかしながら、二元ニッケル－
チタン合金系において、合金の変態温度は組成に大きく依存することが観察された。すな
わち、例えば、ニッケル－チタン合金のＭs温度は、組成の１原子％の変化につき１００K
を超えて変化し得ることが観察された。K. Otsuka and T. Kakeshia, "Science and Tech
nology of Shape-Memory Alloys : New Developements," MRS Bulletin, Feb. 2002, at 
pages 91-100を参照されたい。
【０００５】
　さらに、当業者であれば了解できるように、予測できる変態温度を実現するために必要
なニッケル－チタン合金の厳密な組成制御は、実現するのが極めて困難である。例えば、
典型的なニッケル－チタン加工において所望の変態温度を実現するために、ニッケル－チ
タンインゴットまたはビレットを鋳込んだ後に、インゴットの変態温度を測定しなければ
ならない。変態温度が所望の変態温度ではない場合、インゴットを再溶解し、合金化する
ことによって、インゴットの組成を調節しなければならない。さらに、インゴットが組成
的に偏析している（compositionally segregated）場合（例えば、凝固の間に起きること
がある）、インゴットにわたって幾つかの領域の変態温度を測定しなければならず、各領
域における変態温度を調節しなければならない。所望の変態温度を実現するまでこのプロ
セスを繰り返さなければならない。当業者であれば了解できるように、組成を制御するこ
とによって変態温度を制御するこのような方法は、多くの時間を要し、高コストである。
本明細書において使用する“（単数または複数の）変態温度”という用語は、一般に、上
記に検討した変態温度のいずれをも指すが、“（単数または複数の）オーステナイト変態
温度”という用語は、特に断らない限り、合金のオーステナイト開始（Ａs）またはオー
ステナイト完了（Ａf）温度のうちの少なくとも１つを指す。
【０００６】
　熱加工を使用してニッケル－チタン合金の変態温度を一般に上昇させるかまたは低下さ
せる方法は、当分野において周知である。例えば、Flomenblit et al.に付与された米国
特許第5,882,444号は、ニッケル－チタン合金を、オーステナイト相であると推測される
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形状へと形成することと、次に４５０℃～５５０℃で０．５～２．０時間加熱することに
よって合金をポリゴニゼーションすることと、合金を６００℃～８００℃で２～５０分間
溶体化処理することと、最後に約３５０℃～５００℃で約０～２．５時間時効することと
、を含む二方向形状記憶合金のための記憶処理を開示している。Flomenblit et al.によ
れば、この処理の後に、合金は、１０℃～６０℃の範囲にわたるＡf及び１℃～５℃の変
態温度範囲（すなわち、Ａf－Ａs）を有するはずである。その後、合金を約３５０℃～５
００℃の温度で時効することによって、合金のＡfを上昇させてよい。他に、合金を約５
１０℃～８００℃の温度で溶体化処理して、合金のＡfを低下させてよい。Flomenblit et
 al.第３欄、第４７～５３行を参照されたい。
【０００７】
　Pelton et al.に付与された米国特許第5,843,244号は、合金を形状固定するためにさら
す温度を超えかつ合金の固溶限度線温度未満の温度に構成要素を１０分間以下さらして、
合金のＡfを低下させることによって、ニッケル－チタン合金から形成した構成要素を処
理して、合金のＡfを低下させる方法を開示している。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、所望のオーステナイト変態温度及び／またはオーステナイト変態温度範
囲を実現するために、ニッケル－チタン合金のオーステナイト変態温度及び／またはオー
ステナイト変態温度範囲を予測可能に制御する効果的な方法に対する必要が、依然として
存在する。さらに、様々なニッケル含量を有するニッケル－チタン合金のオーステナイト
変態温度及びオーステナイト変態温度範囲を予測可能に制御する方法に対する必要が、依
然として存在する。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の態様は、所望のオーステナイト変態温度を実現するためにニッケル－チタン合
金を加工する方法を提供する。例えば、所望のオーステナイト変態温度を提供するために
、５０超～５５原子％のニッケルを含むニッケル－チタン合金を加工する一つの非限定的
な方法は、所望のオーステナイト変態温度を選択することと、ニッケル－チタン合金を熱
加工して、合金のＴｉＮｉ相中の固溶体中のニッケルの量を調節し、その結果、ニッケル
－チタン合金を熱加工する間に安定なオーステナイト変態温度に達するようにすることと
、を含み、ここで、安定なオーステナイト変態温度は所望のオーステナイト変態温度に本
質的に等しい。
【００１０】
　所望のオーステナイト変態温度を提供するために、ニッケル－チタン合金を加工する別
の非限定的な方法は、５０超～５５原子％のニッケルを含むニッケル－チタン合金を選択
することと、所望のオーステナイト変態温度を選択することと、選択したニッケル－チタ
ン合金を熱加工して、合金のＴｉＮｉ相中の固溶体中のニッケルの量を調節し、その結果
、選択したニッケル－チタン合金を熱加工する間に安定なオーステナイト変態温度に達す
るようにすることと、を含み、安定なオーステナイト変態温度は所望のオーステナイト変
態温度に本質的に等しく、ここで、選択したニッケル－チタン合金は、選択したニッケル
－チタン合金を熱加工する間に固溶限度（solid solubility limit）に達するのに十分な
ニッケルを含む。
【００１１】
　所望のオーステナイト変態温度を実現するために、５０超～５５原子％のニッケルを含
む様々な組成を有する２つ以上のニッケル－チタン合金を加工するさらに別の非限定的な
方法は、所望のオーステナイト変態温度を選択することと、ニッケル－チタン合金に同様
の熱加工を施し、その結果、熱加工後に、ニッケル－チタン合金は安定なオーステナイト
変態温度を有するようにすることと、を含み、安定なオーステナイト変態温度は所望のオ
ーステナイト変態温度に本質的に等しい。
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【００１２】
　各領域が所望のオーステナイト変態温度を有するように、５０超～５５原子％のニッケ
ルを含む様々な組成の領域を含むニッケル－チタン合金を加工する別の非限定的な方法は
、ニッケル－チタン合金を熱加工して、ニッケル－チタン合金の各領域中の合金のＴｉＮ
ｉ相中の固溶体中のニッケルの量を調節することを含み、ここで、ニッケル－チタン合金
を熱加工した後に、ニッケル－チタン合金の領域の各々は、所望のオーステナイト変態温
度に本質的に等しい安定なオーステナイト変態温度を有する。
【００１３】
　本発明の態様はまた、所望のオーステナイト変態温度範囲を実現するためにニッケル－
チタン合金を加工する方法を提供する。例えば、所望のオーステナイト転移温度範囲を実
現するために、５０超～５５原子％のニッケルを含むニッケル－チタン合金を加工する一
つの非限定的な方法は、ニッケル－チタン合金を炉中５００℃～８００℃の範囲にわたる
温度で少なくとも２時間等温時効する（isothermally aging）ことを含み、ここで、時効
後に、ニッケル－チタン合金はオーステナイト変態温度範囲１５℃以下を有する。
【００１４】
　各領域が所望のオーステナイト変態温度範囲を有するように、５０超～５５原子％のニ
ッケルを含む様々な組成の領域を含むニッケル－チタン合金を加工する別の非限定的な方
法は、ニッケル－チタン合金を等温時効して、ニッケル－チタン合金の各領域中の合金の
ＴｉＮｉ相中の固溶体中のニッケルの量を調節することを含み、ここで、ニッケル－チタ
ン合金を等温時効した後に、ニッケル－チタン合金の領域の各々はオーステナイト変態温
度範囲１５℃以下を有する。
【００１５】
　所望のオーステナイト変態温度範囲を実現するために、５０超～５５原子％のニッケル
を含むニッケル－チタン合金を加工するさらに別の非限定的な方法は、ニッケル－チタン
合金を炉中第１の時効温度で等温時効して、安定なオーステナイト変態温度を実現するこ
とと、ニッケル－チタン合金を第１の時効温度とは異なる第２の時効温度で等温時効する
ことと、を含み、ここで、第２の時効温度で時効した後に、ニッケル－チタン合金は所望
の変態温度範囲に本質的に等しいオーステナイト変態温度範囲を有する。
【００１６】
　本発明の様々な態様は、図面と共に読むことでより良く理解されよう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　先に検討したように、典型的には、バルクニッケル－チタン合金のオーステナイト変態
温度を、合金の組成を調節することによって調節する。しかしながら、ニッケル－チタン
合金のオーステナイト変態温度は小さな組成変化に敏感なので、組成によってオーステナ
イト変態温度を制御する試みは、多くの時間を要し、高コストであることが判明した。さ
らに、バルク合金が組成的に偏析している場合（例えば、凝固の間に起き得る）、合金の
オーステナイト変態温度を調節することは、多数の組成調節を必要とする。それに反して
、本発明の様々な態様に従ってニッケル－チタン合金を加工する方法は、組成調節の必要
無しに所望のオーステナイト変態温度及び／またはオーステナイト変態温度範囲を実現す
るためにニッケル－チタン合金のオーステナイト変態温度及び／またはオーステナイト変
態温度範囲を予測可能に制御する効果的な方法を提供する際に有利となり得る。さらに、
本発明の様々な態様に従う方法は、例えば、バルク合金が組成的に偏析している場合にま
たは異なる合金を同時に加工する場合に、様々なニッケル含量を有するニッケル－チタン
合金のオーステナイト変態温度及び／またはオーステナイト変態温度範囲を予測可能に制
御する効果的な方法を提供する際に有利となり得る。本発明の特定の態様に従ってニッケ
ル－チタン合金を加工する方法の他の利点は、合金の増大した引張強さ及び硬さを含むこ
とができる。
【００１８】
　ニッケル－チタン合金を比較的に短時間高温にさらすことによってニッケル－チタン合



(8) JP 5535426 B2 2014.7.2

10

20

30

40

50

金のＡs及びＡfを一般に調節できることは、当業者であれば了解されよう。例えば、ニッ
ケルに富んだ析出物の形成を引き起こすのに十分な温度に合金をさらす場合、合金の変態
温度は一般に上昇しよう。それに反して、ニッケルに富んだ析出物を溶解させるのに十分
な温度に合金をさらす場合（すなわち、ニッケルがＴｉＮｉ相中の固溶体に入る）、合金
の変態温度は一般に低下しよう。
【００１９】
　しかしながら、熱加工の間のオーステナイト変態温度の上昇または低下の程度は、合金
の初期Ａs及びＡf、合金の全組成、並びに時間及びさらす温度が挙げられるがこれらに限
定されるものではない幾つかのファクターに依存しようということが本願発明者によって
観察された。例えば、ここから図１を参照すると、２つのニッケル－チタン合金（１つは
５５原子％のニッケルを含み（黒丸及び四角によって表す）、他のものは５２原子％のニ
ッケルを含む（白丸及び四角によって表す））に関するオーステナイト変態温度（Ａs及
びＡf）対６７５℃での時効時間のプロットが示される。図１のプロットから了解される
ように、こうした合金を２時間時効した場合に、両方の合金のＡs及びＡfは、時効時間の
増大と共にかなり変化する。しかしながら、約２４時間の時効後に、時効時間の増大に伴
う両方の合金のＡs（図１に四角によって表す）及びＡf（図１に丸によって表す）の変化
は比較的に小さい。例えば、２１６時間の時効後に、オーステナイト変態温度は、２４時
間の時効後に観察されるオーステナイト変態温度からごくわずかに変動する。すなわち、
こうした合金を６７５℃で約２４時間時効した後に、安定なオーステナイト変態温度（Ａ

s及びＡfの両方）が実現するようである。本明細書において使用する“安定なオーステナ
イト変態温度”という用語は、熱加工後に実現されるニッケル－チタン合金のオーステナ
イト開始（Ａs）またはオーステナイト完了（Ａf）温度のうちの少なくとも１つは、ニッ
ケル－チタン合金を同じ条件下でさらに８時間熱加工した時に１０℃以下逸脱することを
意味する。
【００２０】
　例えば、本明細書において限定するものではないが、５５原子％ニッケル合金（“５５
原子％Ｎｉ”）を６７５℃で２４時間時効した後に、ニッケル－チタン合金は約－１２℃
のＡsを有し、５２原子％ニッケル合金（“５２原子％Ｎｉ”）は約－１８℃のＡsを有す
る。５５原子％Ｎｉ合金を６７５℃で２４時間時効した後に、ニッケル－チタン合金は約
－９℃のＡfを有し、５２原子％Ｎｉ合金は約－１４℃のＡfを有する。こうした合金を２
１６時間６７５℃で時効した場合に、個々の合金のＡsもＡfも、２４時間時効した後に観
察される合金のＡsまたはＡfから１０℃を超えて逸脱しない。この特定の非限定的な例に
おいては、２１６時間６７５℃で時効した後に、個々の合金のＡs及びＡfは、２４時間６
７５℃で時効した後に観察される合金のＡs及びＡfから約５℃未満逸脱する。
【００２１】
　下記により詳細に検討するように、また、任意の特定の理論によって束縛されることを
意図するものではないが、本願発明者は、２時間時効した後の合金のＡs及びＡfの変化は
主として、この比較的に短時間の熱加工の間にこうした合金内部の組成平衡または近平衡
条件を実現する能力が無いことに帰することができると考えている。従って、図１のプロ
ットから了解されるように、非平衡熱加工を使用して、一般に合金のオーステナイト変態
温度を上昇させる（または低下させる）ことができるが、これは、所望のオーステナイト
変態温度を実現するために合金のオーステナイト変態温度に対して予測できる調節を行う
際に特に有用というわけではない。
【００２２】
　再度図１を参照すると、合金を約２４時間未満時効した場合に、合金のオーステナイト
変態温度は組成に依存することが分かる。例えば、２時間６７５℃で時効した後に、５５
原子％Ｎｉ合金のＡsは、５２原子％Ｎｉ合金のＡsよりも約２７℃高く；５５原子％Ｎｉ
合金のＡfは、５２原子％Ｎｉ合金のＡfよりも約３０℃高い。６時間６７５℃の時効の後
でさえも、５５原子％Ｎｉ合金のＡsは、５２原子％Ｎｉ合金のＡsよりも約１９℃高く；
一方、５５原子％Ｎｉ合金のＡfは、５２原子％Ｎｉ合金のＡfよりも約２１℃高い。しか
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しながら、約２４時間６７５℃で時効した後に、５５原子％Ｎｉ合金のＡsと５２原子％
Ｎｉ合金のものとの間の差は劇的に減少し、両方の合金のＡfの差も同様である。本明細
書において限定するものではないが、この特定の例においては、２４時間６７５℃で時効
した後に、２つの合金の間のオーステナイト開始温度の差は約６℃のみであり、一方、２
つの合金の間のオーステナイト完了温度の差は約５℃である。
【００２３】
　従って、こうした２つの合金を約２４時間６７５℃で時効した後に実現されるオーステ
ナイト変態温度は、合金の全組成とは無関係なようである。本明細書において使用する“
全組成とは無関係”という用語は、熱加工後に、ニッケル－チタン合金のオーステナイト
開始（Ａs）またはオーステナイト完了（Ａf）温度のうちの少なくとも１つは、同様に加
工され、熱加工の間に固溶限度に達するのに十分なニッケルを有する任意の他のニッケル
－チタン合金から１０℃以内であることを意味し、これは、下記により詳細に検討する通
りである。
【００２４】
　従って、図１のプロットから了解されるように、比較的に短時間の熱加工を使用して、
ニッケル－チタン合金のオーステナイト変態温度を一般に移動させる（すなわち、一般に
オーステナイト変態温度を上昇させるかまたは低下させる）ことができるが、これは、合
金の全組成とは無関係な所望のオーステナイト変態温度を実現するためにニッケル－チタ
ン合金のオーステナイト変態温度に対して予測できる調節を行う際に特に有用というわけ
ではない。
【００２５】
　先に検討したように、本願発明者は、比較的に短時間の熱加工に関連する変化は主とし
て、熱加工の間に合金内部に実現される非平衡条件に帰することができると考えている。
しかしながら、本願発明者は、ニッケル－チタン合金を熱加工して合金内部の組成平衡ま
たは近平衡条件を実現することによって、予測できかつ安定な変態温度、特にオーステナ
イト変態温度を実現できることを観察した。より詳細には、熱加工温度でニッケル－チタ
ン合金がＴｉＮｉ相中のニッケルの固溶限度（下記に検討する）に達するのに十分なニッ
ケルを有するならば、ニッケル－チタン合金を熱加工して、材料を熱加工する温度に特徴
的な安定なオーステナイト変態温度を実現できることが本願発明者によって観察された。
任意の特定の理論によって束縛されることを意図するものでも、本発明を限定することを
意図するものでもないが、与えられた温度でニッケル－チタン合金を熱加工した後に観察
される安定なオーステナイト変態温度は、熱加工温度でのＴｉＮｉ相中の固溶体中のニッ
ケルの平衡または近平衡量に特徴的であると考えられる。
【００２６】
　本明細書において限定するものではないが、二元ニッケル－チタン合金においては、Ｔ
ｉＮｉ相中の安定な固溶体中に存在し得るニッケルの最大量が温度と共に変化することは
、当業者であれば認識できよう。すなわち、ＴｉＮｉ相中のニッケルの固溶限度は温度と
共に変化する。本明細書において使用する“固溶限度”という用語は、与えられた温度で
ＴｉＮｉ相中に保持されるニッケルの最大量を意味する。すなわち、固溶限度は、与えら
れた温度でＴｉＮｉ相中の固溶体中に存在し得るニッケルの平衡量である。例えば、本明
細書において限定するものではないが、当業者であれば理解できるように、一般に、Ｔｉ
Ｎｉ相中のニッケルの固溶限度は、Ｔｉ－Ｎｉ平衡状態図においてＴｉＮｉ及びＴｉＮｉ
＋ＴｉＮｉ3の相領域を分離する固溶限度線によって与えられる。ASM Materials Enginee
ring Dictionary, J. R. Davis, ed. ASM International, 1992 at page 432（本明細書
において参考のために特に引用する）を参照されたい。１つのＴｉ－Ｎｉ状態図の非限定
的な例は、K. Otsuka and T. Kakeshia at page 96に示される。しかしながら、ＴｉＮｉ
相中のニッケルの固溶限度を決定する他の方法は、当業者には明白であろう。
【００２７】
　また、与えられた温度でＴｉＮｉ相中のニッケルの量がＴｉＮｉ相中のニッケルの固溶
限度を超える（すなわち、ＴｉＮｉ相はニッケルで過飽和されている）場合、ニッケルは
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溶液から析出して、１つ以上のニッケルに富んだ析出物を形成し、それによって過飽和を
軽減する傾向があることは、当業者であれば了解できよう。しかしながら、Ｔｉ－Ｎｉ系
中の拡散速度は遅くなり得るので、過飽和は瞬間的には軽減されない。むしろ、これは合
金中の平衡条件に達するためにかなりの時間を要し得る。反対に、与えられた温度でＴｉ
Ｎｉ相中のニッケルの量が固溶限度未満である場合、ニッケルは、固溶限度に達するまで
ＴｉＮｉ相中に拡散しよう。やはり、これは合金中の平衡条件に達するためにかなりの時
間を要し得る。
【００２８】
　さらに、ニッケルがＴｉＮｉ相から析出して、ニッケルに富んだ析出物を形成する場合
、合金全体にわたって分布するニッケル析出物の存在が理由となって、合金の硬さ及び極
限引張強さの両方を増大させることができる。この強度の増大は一般に、“時効硬化”ま
たは“析出硬化”と呼ばれる。ASM Materials Engineering Dictionary at page 339を参
照されたい。
【００２９】
　先に検討したように、ニッケル－チタン合金の変態温度は、合金の組成によって強く影
響される。特に、ニッケル－チタン合金のＴｉＮｉ相中の溶液中のニッケルの量は、合金
の変態温度に強く影響することが観察された。例えば、ニッケル－チタン合金のＭsは、
合金のＴｉＮｉ相中の固溶体中のニッケルの量の増大と共に一般に低下しようが、ニッケ
ル－チタン合金のＭsは、合金のＴｉＮｉ相中の固溶体中のニッケルの量の減少と共に一
般に上昇しようということが観察された。R. J. Wasilewski et al.,"Homogenity Range 
and the Martensitic Transformation in TiNi," Metallurgical Transactions, Vol. 2,
 January 1971 at pages 229-238を参照されたい。
【００３０】
　しかしながら、任意の特定の理論によって束縛されることを意図するものではないが、
本願発明者は、合金の全組成にかかわらず、与えられた温度でニッケルの平衡または近平
衡量がニッケル－チタン合金のＴｉＮｉ相中の固溶体中に存在する場合に、合金は与えら
れた温度に特徴的な安定なオーステナイト変態温度を有するだろうと考えている。すなわ
ち、与えられた熱加工温度で合金のＴｉＮｉ相中のニッケルの固溶限度に達するのに十分
なニッケルがニッケル－チタン合金中に存在する限りは、熱加工温度で合金のＴｉＮｉ相
中の固溶体中のニッケルの平衡または近平衡量を実現するために合金を特定の熱加工温度
で熱加工した後に、全てのニッケル－チタン合金は本質的に同じオーステナイト変態温度
を有するはずである。従って、ニッケル－チタン合金を熱加工した後に達する安定なオー
ステナイト変態温度は、特定の熱加工温度での合金のＴｉＮｉ相中の固溶体中のニッケル
の平衡または近平衡量に特徴的である。
【００３１】
　従って、本明細書において限定するものではないが、与えられた温度でニッケル－チタ
ン合金のＴｉＮｉ相中の固溶体中のニッケルの量が平衡量（すなわち固溶限度）に近づく
につれて、この温度での追加の熱加工によって合金のオーステナイト変態温度の変動はよ
り少なくなるはずである。すなわち、合金内部の組成平衡または近平衡条件に特徴的な安
定なオーステナイト変態温度が観察されよう。
【００３２】
　また、熱加工後に合金を過度にゆっくりと室温に冷却した場合、熱加工の間に実現され
た平衡または近平衡条件は失われ得ることは、当業者であれば了解できよう。従って、ニ
ッケル－チタン合金を熱加工後に十分に迅速に冷却して、熱加工の間に実現された平衡ま
たは近平衡条件を保持することが一般に望ましい。例えば、合金を熱加工した後に、合金
を空冷、液体焼入れ、または空気焼入れすることができる。
【００３３】
　ここから図２を参照すると、様々な量のニッケルを含む２つのニッケル－チタン合金に
関する安定なオーステナイト変態温度対時効温度のプロットが示される。２つのニッケル
－チタン合金を、示した温度で約２４時間等温時効して、安定なオーステナイト変態温度
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を実現した。上記に検討したように、安定な変態温度は、熱加工温度での合金のＴｉＮｉ
相中の固溶体中のニッケルの平衡または近平衡量に特徴的である。
【００３４】
　さらに、図２のプロットから了解されるように、所望のオーステナイト変態温度に本質
的に等しい安定なオーステナイト変態温度に関連させた熱加工温度を選択し、次にこの温
度でニッケル－チタン合金を熱加工して、安定なオーステナイト変態温度を実現すること
によって、ニッケル－チタン合金を熱加工して、所望のオーステナイト変態温度を実現す
ることが可能である。与えられた熱加工温度に対する安定なオーステナイト変態温度は容
易に決定できる（例えば、等温時効の検討によって）ので、ニッケル－チタン合金を熱加
工して合金内部の組成平衡または近平衡条件を実現することによって、ニッケル－チタン
合金のＡs及びＡfを予測可能に調節することが可能である。加えて、選択した熱加工温度
で合金のニッケル含量が固溶限度に達するのに十分である限りは、実現される安定なオー
ステナイト変態温度は、合金の全組成とは無関係であろう。変態温度に関して本明細書に
おいて使用する“本質的に等しい”という用語は、変態温度が互いから１０℃以内または
より小さいことを意味する。従って、必要ではないが、互いに本質的に等しい変態温度は
互いに等しいことがある。
【００３５】
　本発明の様々な非限定的な態様をここから説明する。本発明の特定の態様に従う方法は
、様々なニッケル－チタン合金系、並びに小さな組成変化に敏感な特性を有する他の合金
系と共に利用することができるが、明瞭にするために、本発明の態様を二元ニッケル－チ
タン合金系に関連して説明してきたことは、当業者であれば理解できよう。本明細書にお
いて限定するものではないが、本発明の特定の態様に従う方法は、少なくとも１つの他の
合金元素と共にニッケル及びチタンを含む二元、三元の、及び四元合金系を加工する際に
有用と考えられる。例えば、本発明の様々な態様において有用と考えられる三元ニッケル
－チタン合金系としては、ニッケル－チタン－ハフニウム；ニッケル－チタン－銅；及び
ニッケル－チタン－鉄合金系が挙げられるが、これらに限定されるものではない。
【００３６】
　本発明の一つの非限定的な態様においては、５０超～５５原子％のニッケルを含むニッ
ケル－チタン合金を熱加工して、所望のオーステナイト変態温度を提供する。より詳細に
は、本発明のこの態様によれば、本方法は、所望のオーステナイト変態温度を選択するこ
とと、ニッケル－チタン合金を熱加工して、合金のＴｉＮｉ相中の固溶体中のニッケルの
量を調節し、その結果、所望のオーステナイト変態温度に本質的に等しい安定なオーステ
ナイト変態温度に熱加工の間に達するようにすることと、を含む。さらに、上記に検討し
たように、熱加工温度でニッケル－チタン合金中に存在するニッケルの量が固溶限度に達
するのに十分である限りは、実現されるオーステナイト変態温度は合金の全組成とは無関
係となり得る。加えて、必要ではないが、この非限定的な態様によれば、所望のオーステ
ナイト変態温度は約－１００℃～約１００℃の範囲にわたることができる。
【００３７】
　本明細書において限定することを意図するものではないが、５０原子％以下のニッケル
を含むニッケル－チタン合金のオーステナイト変態温度に熱加工が及ぼす影響は、工業的
に有用であるには小さすぎると考えられる一方、５５原子％を超えるニッケルを有するニ
ッケル－チタン合金は、工業的加工には脆すぎると考えられる。しかしながら、ニッケル
－チタン合金が５５原子％を超えるニッケルを含むことが望ましい特定の用途は、当業者
であれば認識できよう。このような場合には、５５原子％を超えるニッケルを含む合金を
、本発明の様々な態様と共に利用してよい。理論的には、最高約７５原子％までのニッケ
ルを含む合金（すなわち、ＴｉＮｉ＋ＴｉＮｉ3の相領域内部）は本発明の様々な態様に
従って加工できるはずである；しかしながら、このような高ニッケル合金を熱加工するた
めに必要とする時間、並びにこうした高ニッケル合金の脆い性質は、これを大部分の工業
的用途に適さないものにする。
【００３８】
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　本発明に従って所望のオーステナイト変態温度を提供するために、ニッケル－チタン合
金を加工する方法の別の非限定的な態様は、５０超～５５原子％のニッケルを含むニッケ
ル－チタン合金を選択することと、所望のオーステナイト変態温度を選択することと、選
択したニッケル－チタン合金を熱加工して、合金のＴｉＮｉ相中の固溶体中のニッケルの
量を調節し、その結果、熱加工の間に安定なオーステナイト変態温度に達するようにする
ことと、を含み、安定なオーステナイト変態温度は所望のオーステナイト変態温度に本質
的に等しい。この非限定的な態様によれば、選択したニッケル－チタン合金は、熱加工の
間に固溶限度に達するのに十分なニッケルを含む。さらに、この非限定的な態様によれば
、安定なオーステナイト変態温度は合金の全組成とは無関係となり得る。加えて、必要で
はないが、この非限定的な態様に従う所望のオーステナイト変態温度は約－１００℃～約
１００℃の範囲にわたることができる。
【００３９】
　本発明の別の非限定的な態様においては、様々な組成を有し、５０超～５５原子％のニ
ッケルを含む２つ以上のニッケル－チタン合金を加工し、その結果、合金は所望のオース
テナイト変態温度を有するようにする。この非限定的な態様によれば、本方法は、所望の
オーステナイト変態温度を選択することと、ニッケル－チタン合金に同様の熱加工を施し
、その結果、熱加工後に、ニッケル－チタン合金は所望のオーステナイト変態温度に本質
的に等しい安定なオーステナイト変態温度を有するようにすることと、を含む。先に検討
したように、熱加工の間にニッケル－チタン合金が固溶限度に達するのに十分なニッケル
を有する限りは、合金の安定なオーステナイト変態温度は合金の全組成とは無関係であろ
う。さらに、必要ではないが、この非限定的な態様によれば、所望のオーステナイト変態
温度は約－１００℃～約１００℃の範囲にわたることができる。本明細書において使用す
る“同様の熱加工”という用語は、ニッケル－チタン合金を一緒に加工するかまたは別個
に加工するが、同じかまたは同様の加工パラメータを使用することを意味する。
【００４０】
　先に検討したように、ニッケル－チタン合金の凝固の間に、合金は組成的に偏析し得る
。典型的には、このような組成的偏析は、合金全体にわたって様々な変態温度を生じ得る
。これは一般に、均一なオーステナイト変態温度を実現するために個々の組成調節を行う
ことを必要とする。当業者であれば了解できるように、これは、合金に対して複雑な組成
調節を行うことを必要とする。しかしながら、本発明の様々な態様に従って組成的に偏析
しているニッケル－チタン合金を熱加工することによって、このような複雑な組成調節の
必要無しに合金全体にわたって均一なオーステナイト変態温度を実現できることが本願発
明者によって見い出された。
【００４１】
　従って、本発明の特定の態様は、各領域が所望の変態温度を有するように、５０超～５
５原子％のニッケルを含む様々な組成の領域を含むニッケル－チタン合金を加工する方法
を提供する。特に、本方法は、ニッケル－チタン合金を熱加工して、ニッケル－チタン合
金の各領域中のＴｉＮｉ相中の固溶体中のニッケルの量を調節し、その結果、ニッケル－
チタン合金を熱加工した後に、ニッケル－チタン合金の領域の各々は、所望のオーステナ
イト変態温度に本質的に等しい安定なオーステナイト変態温度を有するようにすることを
含む。
【００４２】
　先に検討したように、ニッケルに富んだ析出物を形成するためのＴｉＮｉ相中の固溶体
からのニッケルの析出は、析出硬化によってニッケル－チタン合金の強度を増大させるこ
とができる。従って、熱加工の間にニッケルに富んだ析出物を形成する本発明の特定の態
様においては、熱加工されたニッケル－チタン合金は、熱加工の前の合金と比較して、有
利に、増大した引張強さ及び／または増大した硬さを有することができる。
【００４３】
　前述の本発明の非限定的な態様に従ってニッケル－チタン合金を熱加工する適切な非限
定的な方法をここから検討する。本発明の様々な態様に従ってニッケル－チタン合金を熱
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加工する方法としては、等温時効処理、多段または段階時効処理、及び制御冷却処理が挙
げられるが、これらに限定されるものではない。本明細書において使用する“等温時効”
という用語は、合金を炉中一定の炉の温度である時間保持することを意味する。しかしな
がら、装置による制限が理由となって、炉の温度における小さな変動が等温時効処理の間
に起き得ることは、当業者であれば了解されよう。
【００４４】
　例えば、本発明の特定の態様においては、ニッケル－チタン合金を熱加工することは、
ニッケル－チタン合金を等温時効することを含む。先に検討したように、ニッケル－チタ
ン合金を熱加工する温度は所望のオーステナイト変態温度に依存しよう。従って、例えば
、ニッケル－チタン合金を熱加工することがニッケル－チタン合金を等温時効することを
含む本発明の特定の非限定的な態様においては、等温時効温度は５００℃～８００℃の範
囲にわたることができる。
【００４５】
　本明細書において限定するものではないが、約５００℃未満の温度で等温時効すること
を本発明の様々な態様に従って利用できるが、約５００℃未満の時効温度で平衡または近
平衡条件を実現するために必要とする時間は一般に、多くの工業的用途のために有用であ
るには長すぎると考えられる。さらに、約８００℃を超える温度で等温時効することを本
発明の様々な態様に従って利用できる；しかしながら、約８００℃を超える温度で時効し
たニッケルに富んだ合金は、多くの工業的用途において有用であるためには脆すぎる傾向
がある。しかしながら、約５００℃未満または約８００℃を超える温度で時効することが
有用となり得る用途は、当業者であれば認識できよう。従って、本発明の態様は、約５０
０℃未満または約８００℃を超える温度でニッケル－チタン合金を熱加工することを予測
している。
【００４６】
　安定なオーステナイト変態温度を実現するために必要とする等温時効処理の持続時間は
、部分的には、合金の形状（または断面積）（すなわち、棒、ワイヤ、スラブ等）、時効
温度、並びに合金の全ニッケル含量に依存して変化しようということは、当業者であれば
了解されよう。例えば、本明細書において限定するものではないが、極細ニッケル－チタ
ンワイヤ（すなわち、直径約０．０３インチ未満を有するワイヤ）またはニッケル－チタ
ン箔を熱加工する場合、少なくとも２時間の等温時効時間を本発明の態様に従って利用で
きる。より大きな断面を有する合金を等温時効する場合、時効時間は２時間を超えること
ができ、２４時間以上としてよい。同様に、より小さな断面を有する合金を熱加工する場
合、等温時効は２時間未満とすることができる。
【００４７】
　さらに、ニッケル－チタン合金の全組成が熱加工温度での固溶限度と比較して非常にニ
ッケルに富んでいる場合及び／または比較的に低い熱加工温度を用いて所望のオーステナ
イト変態温度を実現する場合、安定なオーステナイト変態温度を実現するために必要とす
る時間は、幾つかの工業的用途にとって望ましいものよりも長くなり得る。しかしながら
、非常にニッケルに富んだ合金において及び／または低い熱加工温度で、安定なオーステ
ナイト変態温度を実現するために必要とする時間は、下記に説明するように多段熱加工を
用いることによって低減できることが、本願発明者らによって見い出された。
【００４８】
　特に、本発明の特定の態様によれば、ニッケル－チタン合金を熱加工して、所望のオー
ステナイト変態温度に本質的に等しい安定なオーステナイト変態温度を実現することは、
ニッケル－チタン合金を第１の時効温度で時効することと、それに続いてニッケル－チタ
ン合金を第２の時効温度で時効することと、を含み、ここで、第１の時効温度は第２の時
効温度よりも高い。この態様によれば、上記に詳細に説明したように所望のオーステナイ
ト変態温度を実現するように、第２の時効温度を選択する。すなわち、第２の時効温度で
時効した後に、合金は、所望の変態温度に本質的に等しく、第２の時効温度での合金内部
の組成平衡または近平衡条件に特徴的な安定なオーステナイト変態温度を有しよう。
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【００４９】
　任意の特定の理論によって束縛されることを意図するものではないが、第２の時効温度
よりも高いが合金の固溶限度線温度未満である第１の時効温度を選択して、合金内部のニ
ッケルの初期拡散速度を増大させる。その後、ニッケル－チタン合金を第２の時効温度で
時効して、所望の変態温度に本質的に等しい安定なオーステナイト変態温度を有すること
によって、所望のオーステナイト変態温度が実現する。必要ではないが、第２の時効温度
で時効した後に、ニッケル－チタン合金はＴｉＮｉ相中の固溶体中のニッケルの平衡量を
有し得る。
【００５０】
　ここから図３を参照すると、２段時効プロセスを使用して時効した２つのニッケル－チ
タン合金に関するオーステナイト変態温度対時効時間のプロットが示される。プロットに
示さないが、５６６℃での時効の前に、両方の合金を約２４時間６７５℃で時効して、合
金中のニッケルの初期拡散速度を増大させた。その後、図３のプロットによって示すよう
に、両方の合金を５６６℃で時効した。図３のプロットから了解されるように、約７２時
間後に、合金の全組成とは無関係な安定なＡs及びＡf温度が実現される。それに反して、
１段時効プロセスにおいて合金を等温時効したとしたら（すなわち、５６６℃のみで）、
この温度での比較的に低いニッケル拡散及び比較的に高いニッケル含量が理由となって、
安定な変態温度を実現するためには７２時間を超える時効時間が必要となっただろう。
【００５１】
　本発明の特定の態様に従う２段時効プロセスの一つの非限定的な例においては、ニッケ
ル－チタン合金を６００℃～８００℃の範囲にわたる第１の時効温度で等温時効し、それ
に続いて５００℃～６００℃の範囲にわたるより低い第２の時効温度で時効する。さらに
、必要ではないが、ニッケル－チタン合金を第１の時効温度で少なくとも２時間及び第２
の時効温度で少なくとも２時間時効できる。先に検討したように、この態様によれば、第
２の時効温度での時効の間に、安定なオーステナイト変態温度が実現される。
【００５２】
　また、ニッケル－チタン合金の過剰のニッケル含量が減少するにつれて、ニッケルに富
んだ析出物の核生成のための推進力もまた減少することは、当業者であれば了解できよう
。さらに、所望のオーステナイト変態温度を実現するために、合金を合金のほぼ固溶限度
線温度で熱加工する予定である場合、熱加工の間のニッケルに富んだ析出物の核生成のた
めの推進力及び速度はかなり低いだろう。従って、所望のオーステナイト変態温度に本質
的に等しい安定なオーステナイト変態温度を実現するために必要とする時間は、幾つかの
工業的用途にとって望ましいものよりも長くなり得る。しかしながら、２段熱加工を用い
ることによって、安定なオーステナイト変態温度を実現するために必要とする時間は低減
できることが、本願発明者らによって見い出された。特に、本発明の特定の態様によれば
、ニッケル－チタン合金を熱加工して、所望のオーステナイト変態温度に本質的に等しい
安定なオーステナイト変態温度を実現することは、ニッケル－チタン合金を第１の時効温
度で時効することと、それに続いてニッケル－チタン合金を第２の時効温度で時効するこ
とと、を含み、ここで、第１の時効温度は第２の時効温度よりも低い。
【００５３】
　任意の特定の理論によって束縛されることを意図するものではないが、過飽和ＴｉＮｉ
相からのニッケルに富んだ析出物の均質核生成のための推進力は、合金の温度を合金の固
溶限度線温度未満の温度に低下させる、すなわち、合金の固溶限度線温度未満に過冷却す
ることによって増大できることは、当業者であれば了解できよう。従って、所望の変態温
度を実現するために必要とする時効温度よりも低い第１の時効温度を利用することによっ
て、ニッケルに富んだ析出物の核生成の速度を増大させることができる。しかしながら、
一旦核が第１の時効温度で生じたら、時効温度を上昇させると、ニッケルの拡散による析
出物の成長はより急速に起きよう。従って、ニッケル－チタン合金を第１の時効温度で時
効した後に、ニッケル－チタン合金を第１の時効温度よりも高い第２の時効温度で時効で
きる。より詳細には、第２の時効温度を選択し、その結果、第２の時効温度での時効の間
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に達する安定なオーステナイト変態温度は、所望のオーステナイト変態温度に本質的に等
しいようにする。
【００５４】
　第２の時効温度よりも低い第１の時効温度を使用した２段時効プロセスを用いることに
よって、所望のオーステナイト変態温度に本質的に等しい安定なオーステナイト変態温度
を実現するために必要とする総時効時間を低減できることが観察された。本発明のこの態
様に従う２段時効プロセスの一つの態様の特定の非限定例においては、ニッケル－チタン
合金を５００℃～６００℃の範囲にわたる第１の時効温度で等温時効し、それに続いて６
００℃～８００℃の範囲にわたる第２の時効温度で時効する。さらに、必要ではないが、
ニッケル－チタン合金を第１の時効温度で少なくとも２時間及び第２の時効温度で少なく
とも２時間時効できる。先に検討したように、この態様によれば、第２の時効温度での時
効の間に、安定なオーステナイト変態温度が実現される。
【００５５】
　所望の変態温度範囲を実現するためにニッケル－チタン合金を加工する方法をここから
検討する。先に検討したように、形状記憶合金の有用性は、合金の変態温度、並びに変態
温度範囲に依存する。本明細書において使用する“変態温度範囲”という用語は、与えら
れた合金の与えられた相変態の場合の、開始と完了温度との間の差（すなわち、Ａf－Ａs

またはＭs－Ｍf）を意味する。本明細書において使用する“オーステナイト変態温度範囲
”という用語は、与えられた合金のＡsとＡf温度との間の差（すなわち、Ａf－Ａs）を意
味する。さらに、変態温度範囲に関して本明細書において使用する“本質的に等しい”と
いう用語は、変態温度範囲が互いから１０℃以内またはより小さいことを意味する。従っ
て、必要ではないが、互いに本質的に等しい変態温度範囲は互いに等しいことがある。
【００５６】
　本明細書において限定するものではないが、幾つかの用途においては、狭いオーステナ
イト変態温度範囲が望ましい。一般に、例えば、アンテナワイヤ及び眼鏡フレームが挙げ
られるがこれらに限定されるものではないニッケル－チタン合金の超弾性特性を利用する
用途においては、狭いオーステナイト変態温度範囲が望ましい。一方、他の用途において
は、広いオーステナイト変態温度範囲が望ましい。一般に、様々な温度で様々な変態の程
度を必要とする用途においては、広いオーステナイト変態温度範囲が望ましく、例えば、
温度アクチュエータであるが、これに限定されるものではない。
【００５７】
　再度図１を参照すると、この図のプロットから了解されるように、時効時間が増大する
につれて、５５原子％Ｎｉ合金及び５２原子％Ｎｉ合金の両方のオーステナイト変態温度
範囲は減少する。例えば、５２原子％Ｎｉ合金を２時間６７５℃で時効した後に、合金は
約１８℃のオーステナイト変態温度範囲を有し、６時間の時効後に、オーステナイト変態
温度範囲は約１１℃である。しかしながら、２４時間６７５℃で時効した後に、５２原子
％Ｎｉ合金は約５℃未満のオーステナイト変態温度範囲を有する。さらに、時効時間が２
４時間を越えて増大すると、このオーステナイト変態温度範囲は容易に感知できるほど変
化しない。同様に、５５原子％Ｎｉ合金を２時間６７５℃で時効した後に、合金は約２１
℃のオーステナイト変態温度範囲を有し、６時間の時効後に、オーステナイト変態温度範
囲は約１３℃である。しかしながら、２４時間６７５℃で時効した後に、５２原子％Ｎｉ
合金は約５℃未満のオーステナイト変態温度範囲を有する。さらに、時効時間が２４時間
を越えて増大すると、このオーステナイト変態温度範囲は容易に感知できるほど変化しな
い。
【００５８】
　ここから図４～６を参照すると、５５原子％のニッケルを含むニッケル－チタン合金に
関して得られた３つの概略の示差走査熱量計（“ＤＳＣ”）のプロットが示される。図４
のＤＳＣプロットを、６５０℃で２時間等温時効した５５原子％ニッケル合金から得た。
図５のＤＳＣプロットを、５５原子％ニッケル合金を６５０℃で２４時間等温時効した後
に得、図６のＤＳＣプロットを、５５原子％ニッケル合金を６５０℃で２１６時間等温時
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効した後に得た。
【００５９】
　図４を参照すると、一般に４０として示す上部ピークは、合金を冷却した時にマルテン
サイト変態が起きる温度範囲を表す。例えば、一般に図４に示すように、マルテンサイト
変態は、一般に４２として示すＭs温度で開始し、一般に４４として示す合金のＭf温度で
完了する。一般に４５として示す下部ピークは、合金を加熱した時にオーステナイト変態
が起きる温度範囲を表す。例えば、図４に示すように、オーステナイト変態は、一般に４
７として示すＡs温度で開始し、一般に４９として示す合金のＡf温度で完了する。
【００６０】
　図４～６のＤＳＣプロットから了解されるように、マルテンサイト及びオーステナイト
変態温度範囲の両方は、６５０℃での時効時間の増大と共に狭まる。従って、例えば、上
部ピーク５０（図５の）は、上部ピーク４０（図４の）よりも鋭くかつより狭く；上部ピ
ーク６０（図６の）は、上部ピーク４０及び上部ピーク５０の両方よりも鋭くかつより狭
い。同様に、下部ピーク５５（図５の）は、下部ピーク４５（図４の）よりも鋭くかつよ
り狭く；下部ピーク６５（図６の）は、下部ピーク４５及び下部ピーク５５の両方よりも
鋭くかつより狭い。
【００６１】
　上記に検討したように、特定の用途においては、オーステナイト変態温度と共に、オー
ステナイト変態温度範囲を狭い間隔に制御することが望ましい。従って、本発明の特定の
態様は、所望のオーステナイト変態温度範囲を実現するために、５０超～５５原子％のニ
ッケルを含むニッケル－チタン合金を加工する方法を提供する。特に、本方法は、ニッケ
ル－チタン合金を炉中５００℃～８００℃の範囲にわたる温度で少なくとも２時間等温時
効することを含み、ここで、等温時効した後に、ニッケル－チタン合金は１５℃以下のオ
ーステナイト変態温度範囲を有する。必要ではないが、この非限定的な態様によれば、時
効時間は、特に、所望のオーステナイト変態温度範囲に依存して、少なくとも３時間、少
なくとも６時間とすることができ、少なくとも２４時間とすることができる。さらに、こ
の非限定的な態様によれば、等温時効した後に実現されるオーステナイト変態温度範囲は
、部分的には等温条件に依存して、１０℃以下とすることができ、６℃以下とすることが
できる。
【００６２】
　さらに、先に検討したように、凝固の間に、ニッケル－チタン合金は組成的に偏析し得
る。従って、本発明の様々な態様はまた、各領域が所望のオーステナイト変態温度範囲を
有するように、５０超～５５原子％のニッケルを含む様々な組成の領域を含むニッケル－
チタン合金を加工する方法を予測している。こうした態様によれば、本方法は、ニッケル
－チタン合金を等温時効して、ニッケル－チタン合金の各領域中のＴｉＮｉ相中の固溶体
中のニッケルの量を調節することを含み、ここで、ニッケル－チタン合金を等温時効した
後に、ニッケル－チタン合金の領域の各々は１５℃以下のオーステナイト変態温度範囲を
有する。必要ではないが、この非限定的な態様によれば、時効時間は、特に、所望のオー
ステナイト変態温度範囲に依存して、少なくとも２時間、少なくとも３時間、少なくとも
６時間、少なくとも２４時間とすることができる。さらに、この非限定的な態様によれば
、等温時効した後に実現されるオーステナイト変態温度範囲は、部分的には等温条件に依
存して、１０℃以下とすることができ、６℃以下とすることができる。
【００６３】
　また上記に検討したように、特定の用途においては、オーステナイト変態温度と共に、
オーステナイト変態温度範囲を広い間隔に制御することが望ましい。従って、本発明の特
定の態様は、所望のオーステナイト変態温度及び所望の変態温度範囲を実現するために、
５０超～５５原子％のニッケルを含むニッケル－チタン合金を加工する方法を提供する。
特に、本方法は、ニッケル－チタン合金を炉中第１の時効温度で時効して、安定なオース
テナイト変態温度を実現することと、それに続いてニッケル－チタン合金を第１の時効温
度よりも低い第２の時効温度で時効することと、を含み、ここで、ニッケル－チタン合金
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を第２の時効温度で時効した後に、ニッケル－チタン合金は所望のオーステナイト変態温
度範囲に本質的に等しいオーステナイト変態温度範囲を有する。さらに、この非限定的な
態様によれば、第２の時効温度で時効した時に実現される変態温度範囲は、ニッケル－チ
タン合金を第１の時効温度で時効した時に実現されるオーステナイト変態温度よりも大き
い。
【００６４】
　本発明の別の非限定的な態様においては、所望の変態温度範囲を実現するために、５０
超～５５原子％のニッケルを含むニッケル－チタン合金を加工する方法は、ニッケル－チ
タン合金を炉中第１の時効温度で時効して、安定なオーステナイト変態温度を実現するこ
とと、それに続いてニッケル－チタン合金を第１の時効温度よりも高い第２の時効温度で
時効することと、を含み、ここで、第２の時効温度で時効した後に、ニッケル－チタン合
金は所望のオーステナイト変態温度範囲に本質的に等しいオーステナイト変態温度範囲を
有する。さらに、この非限定的な態様によれば、第２の時効温度で時効した時に実現され
る変態温度範囲は、ニッケル－チタン合金を第１の時効温度で時効した時に実現されるオ
ーステナイト変態温度よりも大きい。
【００６５】
　ここから以下の非限定的な例によって本発明の様々な具体例を示す。
【実施例】
【００６６】
　実施例１
　１つは約５２原子％のニッケルを含み、１つは約５５原子％のニッケルを含む２つのニ
ッケル－チタン合金を、次の通り製造した。各合金にとって必要な純ニッケル及びチタン
の合金添加を秤量し、真空アーク再溶解炉に移した。合金を次に溶解し、それに続いて鋳
込んで矩形のスラブにした。鋳込んだ後に、各ニッケル－チタン合金を次に熱間加工して
、結晶粒組織を微細にした。次いで、任意の時効処理の前に合金のオーステナイト変態温
度（Ａs及びＡfの両方）を測定する試みがなされた。しかしながら、合金は組成的に偏析
していたので、オーステナイト変態温度は決定できなかった。その後、各合金の試料を炉
中表１に示す時間及び温度で等温時効した。
【００６７】
　各時効の時間間隔後に、各合金につき、曲げ自由回復試験（bend free recovery test
）を使用してオーステナイト変態温度を決定し、次の通り行った。試験すべき初期の平坦
な標本を、標本を液体窒素中に浸漬することによって温度約－１９６℃（すなわち、合金
のＭs未満）に冷却した。その後、マンドレルを使用して標本を逆“Ｕ”形状に変形し、
液体窒素中に浸漬することによって再度冷却した。マンドレルの直径を、以下の式：
【００６８】
【数１】

【００６９】
　［式中、Ｄmはマンドレル直径であり、Ｔは標本の厚さであり、εは所望の％歪みであ
り、ここでは３％である。］
に従って選択した。その後、逆“Ｕ”形状を有する標本を、合金の推測されるＡsよりも
約１０℃低い温度を有するメタノール及び液体窒素の浴中、線形可変差動変圧器（“ＬＶ
ＤＴ”）プローブの直下に置いた。次に標本及びＬＶＤＴプローブを含む浴を、ホットプ
レートを使用して加熱した。標本を浴中で温めるにつれて、一旦標本の温度が合金のＡs

温度に達すると、これは最初の形状（すなわち、平坦な）に戻り始めた。初期の平坦な形
状への復帰は、合金のＡf温度で完了した。標本の相対変位に対応するデータを、標本を
温める時にＬＶＤＴプローブを使用して集め、データをコンピュータに記憶させた。次に
変位対温度のグラフをプロットし、Ａs及びＡf温度を曲線の変曲点の近似に基づいて決定
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した。特に、グラフの３つの領域（すなわち、変位対温度のグラフが小さな勾配を有する
低温及び高温領域、グラフが比較的に大きな勾配を有する中間領域）に対応する３つの線
形回帰適合線の交点を使用して、標本のＡs及びＡf温度を概算した。
【００７０】
【表１】

【００７１】
　表１から了解されるように、２４時間の合金の時効によって安定なオーステナイト変態
温度（Ａs及びＡfの両方）を実現できる（すなわち、２４時間６７５℃で時効した後の合
金の各々のＡs及びＡfは、ニッケル－チタン合金を同じ条件下でさらに８時間熱加工した
時に１０℃を超えて逸脱しない。）。さらに、２４時間６７５℃で時効した後に実現され
る安定なオーステナイト変態温度はまたニッケル－チタン合金の全組成とは無関係である
。すなわち、合金を６７５℃で２４時間熱加工した後に、５５原子％Ｎｉ合金のＡsは、
５２原子％Ｎｉ合金のＡsから１０℃以内であり；合金を６７５℃で２４時間熱加工した
後に、５５原子％Ｎｉ合金のＡfは、５２原子％Ｎｉ合金のＡfから１０℃以内である。７
２時間６７５℃で時効した後に観察されるＡs及びＡfの低下は典型的ではなく、時効の間
の炉中温度の変動に帰することができると考えられる。
【００７２】
　比較として、合金を６時間６７５℃で時効した後に、５２原子％Ｎｉ合金のＡs及びＡf
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とは無関係である。さらに、２時間６７５℃で時効した後に、両方の合金のオーステナイ
ト変態温度は安定でもなく全組成とは無関係でもない。
【００７３】
　合金を２４時間６５０℃で時効することによっても、両方の合金の安定なオーステナイ
ト変態温度（Ａs及びＡfの両方）を実現できる（すなわち、約２４時間６５０℃で時効し
た後の合金の各々のＡs及びＡfは、ニッケル－チタン合金を同じ条件下でさらに８時間熱
加工した時に１０℃を超えて逸脱しない。）。さらに、２４時間６５０℃で時効した後に
実現される安定なオーステナイト変態温度はまたニッケル－チタン合金の全組成とは無関
係である。すなわち、合金を６５０℃で２４時間熱加工した後に、５５原子％Ｎｉ合金の
Ａsは、５２原子％Ｎｉ合金のＡsから１０℃以内であり；合金を６５０℃で２４時間熱加
工した後に、５５原子％Ｎｉ合金のＡfは、５２原子％Ｎｉ合金のＡfから１０℃以内であ
る。
【００７４】
　比較として、合金を約６時間６５０℃で時効した後に、５２原子％Ｎｉ合金のＡf及び
５５原子％Ｎｉ合金のＡs及びＡfは安定なようであるが、オーステナイト開始温度は全組
成とは無関係ではない。さらに、約２時間６５０℃で時効した後に、５５原子％Ｎｉ合金
のＡfのみが安定なようであるが、合金のＡsもＡfも合金の全組成とは無関係ではない。
【００７５】
　本明細書において限定するものではないが、時効前の５５原子％Ｎｉ合金中のＴｉＮｉ
相中の固溶体中のニッケルの初期量は、５２原子％Ｎｉ合金の場合よりも、６５０℃での
ＴｉＮｉ相中のニッケルの固溶限度に近かったと考えられる。従って、５５原子％ニッケ
ル合金の場合に安定なオーステナイト変態温度を実現するために必要とされる６５０℃で
の時効時間は、５２原子％Ｎｉ合金の場合よりも短かった。しかしながら、表１によって
示すように、安定で全組成とは無関係なオーステナイト変態温度は、合金を２４時間６５
０℃で時効することによって実現することができる。従って、合金の初期条件と無関係に
、同じ熱加工を両方の合金のために使用できる。
【００７６】
　さらに、表１に示すように、ニッケル－チタン合金を２４時間６７５℃で時効した後に
実現される安定なオーステナイト変態温度（Ａs及びＡf）は、ニッケル－チタン合金を２
４時間６５０℃で時効した後に実現される安定な変態温度よりも低い。任意の特定の理論
によって束縛されることを意図するものではないが、先に検討したように、これは、６５
０℃でのものとは異なる６７５℃でのＴｉＮｉ相中のニッケルの場合の固溶限度に帰する
と考えられる。すなわち、６７５℃でのＴｉＮｉ相中の固溶体中のニッケルの平衡量を有
するニッケル－チタン合金の特徴的なオーステナイト変態温度は、６５０℃でのＴｉＮｉ
相中の固溶体中のニッケルの平衡量を有するニッケル－チタン合金の特徴的なオーステナ
イト変態温度よりも低い。
【００７７】
　さらに、表１に示すように、両方の合金の場合に、与えられた時効温度で、オーステナ
イト変態温度範囲は一般に時効時間の増大と共に狭まる傾向がある。
　実施例２
　上記の実施例１に従って製造した２つの合金の追加の試料を、以下の２段時効プロセス
を使用して時効した。合金を約６７５℃の第１の時効温度で２４時間時効し、それに続い
て下記の表２に示すように第２の時効温度で時効した。各時効の時間間隔後に、各合金に
つき、上記の実施例１に説明した曲げ自由回復試験を使用してオーステナイト変態温度を
決定した。
【００７８】
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【表２】

【００７９】
　表２から了解されるように、２４時間の６００℃の第２の時効温度での両合金の時効に
よって、安定なオーステナイト変態温度（Ａs及びＡfの両方）を実現できる（すなわち、
２４時間６００℃で時効した後の合金の各々のＡs及びＡfは、ニッケル－チタン合金を同
じ条件下でさらに８時間熱加工した時に１０℃を超えて逸脱しない。）。さらに、２４時
間６００℃の第２の時効温度で時効した後に実現される安定なオーステナイト変態温度は
またニッケル－チタン合金の全組成とは無関係である。すなわち、合金を６００℃の第２
の時効温度で２４時間熱加工した後に、５５原子％Ｎｉ合金のＡsは、５２原子％Ｎｉ合
金のＡsから１０℃以内であり；合金を６００℃の第２の時効温度で２４時間熱加工した
後に、５５原子％Ｎｉ合金のＡfは、５２原子％Ｎｉ合金のＡfから１０℃以内である。
【００８０】
　比較として、合金を６時間６００℃の第２の時効温度で時効した後に、５２原子％Ｎｉ
合金のＡf及び５５原子％Ｎｉ合金のＡs及びＡfは安定なようであるが、オーステナイト
開始温度は全組成とは無関係ではない。さらに、２時間６００℃の第２の時効温度で時効
した後に、５２原子％Ｎｉ合金のＡsもＡfも安定ではなく、オーステナイト開始温度は全
組成とは無関係ではない。
【００８１】
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　本明細書において限定するものではないが、第２の時効温度での時効前の５５原子％Ｎ
ｉ合金中のＴｉＮｉ相中の固溶体中のニッケルの量は、５２原子％Ｎｉ合金の場合よりも
、６００℃でのＴｉＮｉ相中のニッケルの固溶限度に近かったと考えられる。従って、５
５原子％ニッケル合金の場合に安定なオーステナイト変態温度を実現するために必要とさ
れる６００℃での時効時間は、５２原子％Ｎｉ合金の場合よりも短かった。しかしながら
、表２によって示すように、安定で全組成とは無関係なオーステナイト変態温度は、合金
を２４時間６００℃で時効することによって実現することができる。従って、合金の初期
条件と無関係に、同じ熱加工を両方の合金のために使用できる。
【００８２】
　表２から了解されるように、合金を７２時間５６６℃の第２の時効温度で時効すること
によって、安定なオーステナイト変態温度（Ａs及びＡfの両方）を実現できる（すなわち
、約７２時間５６６℃で時効した後の合金の各々のＡs及びＡfは、ニッケル－チタン合金
を同じ条件下でさらに８時間熱加工した時に１０℃を超えて逸脱しない。）。さらに、７
２時間５６６℃の第２の時効温度で時効した後に実現される安定なオーステナイト変態温
度はまたニッケル－チタン合金の全組成とは無関係である。すなわち、合金を５６６℃の
第２の時効温度で７２時間熱加工した後に、５５原子％Ｎｉ合金のＡsは、５２原子％Ｎ
ｉ合金のＡsから１０℃以内であり；合金を５６６℃の第２の時効温度で７２時間熱加工
した後に、５５原子％Ｎｉ合金のＡfは、５２原子％Ｎｉ合金のＡfから１０℃以内である
。
【００８３】
　比較として、合金を２４時間５６６℃の第２の時効温度で時効した後に、５２原子％Ｎ
ｉ合金のＡf及び５５原子％Ｎｉ合金のＡs及びＡfは安定なようであるが、オーステナイ
ト開始温度は全組成とは無関係ではない。さらに、２～６時間５６６℃の第２の時効温度
で時効した後に、オーステナイト変態温度は安定でもなく全組成とは無関係でもない。
【００８４】
　さらに、表２に示すように、ニッケル－チタン合金を２４時間６００℃で時効した後に
実現される安定なオーステナイト変態温度（Ａs及びＡf）は、ニッケル－チタン合金を２
４時間５６６℃で時効した後に実現される安定な変態温度よりも低い。任意の特定の理論
によって束縛されることを意図するものではないが、先に検討したように、これは、５６
６℃でのものとは異なる６００℃でのＴｉＮｉ相中のニッケルの場合の固溶限度に帰する
と考えられる。すなわち、６００℃でのＴｉＮｉ相中の固溶体中のニッケルの平衡量を有
するニッケル－チタン合金の特徴的なオーステナイト変態温度は、５６６℃でのＴｉＮｉ
相中の固溶体中のニッケルの平衡量を有するニッケル－チタン合金の特徴的なオーステナ
イト変態温度よりも低い。
【００８５】
　さらに、表２に示すように、両方の合金の場合に、与えられた時効温度で、オーステナ
イト変態温度範囲は一般に時効時間の増大と共に狭まる傾向がある。オーステナイト変態
温度に関して先に検討したように、６００℃で時効した５５原子％Ｎｉ合金の場合のオー
ステナイト変態温度範囲の比較的に小さな変動は、６００℃での時効前の固溶限度に近い
ＴｉＮｉ相中の固溶体中のニッケルの量を有する合金に帰すると考えられる。
【００８６】
　本説明が、本発明の明確な理解に適した本発明の態様を示すことは理解できるはずであ
る。当業者には明白であり、従って本発明のより良い理解を促進しないような本発明の特
定の態様は、本説明を簡略化するために提示していない。本発明を特定の態様に関連して
説明してきたが、当業者であれば、前述の説明を検討することにより、本発明の多くの修
正及び変形例を用いることができることを認識できよう。このような本発明の全ての変形
例及び修正は、前述の説明及び請求の範囲によって包含されるものである。
【図面の簡単な説明】
【００８７】
【図１】２つの異なるニッケル－チタン合金に関するオーステナイト変態温度対６７５℃
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での時効時間の概略のグラフである。
【図２】２つの異なるニッケル－チタン合金に関する安定なオーステナイト変態温度対時
効温度の概略のグラフである。
【図３】２つの異なるニッケル－チタン合金に関するオーステナイト変態温度対５６６℃
での時効時間の概略のグラフである。
【図４】２時間６５０℃で時効した後の、ニッケル－チタン合金の概略の示差走査熱量計
（“ＤＳＣ”）のプロットである。
【図５】２４時間６５０℃で時効した後の、ニッケル－チタン合金の概略のＤＳＣプロッ
トである。
【図６】２１６時間６５０℃で時効した後の、ニッケル－チタン合金の概略のＤＳＣプロ
ットである。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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